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■時 
日
時
　
■場 
会
場
　
■内 
内
容
　
■対 
対
象
　
■定 
定
員
　
■費 
参
加
費
　
■申 
申
し
込
み
　
■問 
問
い
合
わ
せ
　
■ＨＰ 
ホ
ồ
ム
ペ
ồ
ジ
　
■メール 
メ
ồ
ル
ア
ド
レ
ス
　
■他 
そ
の
ほ
か
　
■携 
携
帯
電
話

凡
例

　市では、安全で快適な駅
前空間を実現するため、市
内の駅周辺を｢自転車等放
置禁止区域｣に指定してい
ます。
　この区域内道路に３０分
以上駐輪された自転車、原
動機付自転車（総排気量
50cc以下)は、放置車両と
して撤去します。なお、撤
去された自転車、原動機付
自転車の返還を受ける際
には、手数料（自転車２,１００
円、原動機付自転車4,200
円）が必要となります。
　駅周辺に自転車などを
停めるときは、道路上や駅

前広場に放置せず、自転車
駐車場を利用しましょう。
また、不要になった自転車
などは、放置せず適切に処
分してください。マナー
を守り、美しい駅前空間を
つくりましょう。
■問 市民安全課市民安全班
（緯内線712）。

ớ
市
役
所
で
は
納
付
で
き
ま
せ
ん
ỜỐ

　
納
付
方
法
と
し
て
ỏ
年
度
内
の
保

険
料
を
ま
と
め
て
納
付
す
る
前
納
制

度
が
あ
り
ま
す
Ố

　
前
納
は
納
め
忘
れ
が
な
く
ỏ
し
か

も
年
間
3
街
3
2
0
円
ớ
納
付
書
年

払
い
の
場
合
Ờ
の
割
引
と
な
り
ỏ
大

変
お
得
で
す
Ố

　
ま
た
ỏ
口
座
振
替
や
ク
レ
ジ
ỽ
ト

カ
ồ
ド
で
も
納
め
る
こ
と
も
で
き
ま

す
Ố
口
座
振
替
の
申
し
込
み
は
銀
行

な
ど
の
金
融
機
関
ỏ
ク
レ
ジ
ỽ
ト

カ
ồ
ド
納
付
の
申
し
込
み
は
ỏ
市
国

保
年
金
課
ま
た
は
印
旛
支
所
・
本
埜

支
所
で
手
続
き
可
能
で
す
Ố

※
詳
し
く
は
左
記
へ
Ố

■問 
船
橋
年
金
事
務
所
ỏ
市
国
保
年
金

課
高
齢
者
医
療
年
金
班
Ố

学
生
納
付
特
例
制
度
の
手
続
き

　
同
制
度
は
ỏ
学
生
の
在
学
期
間
中

の
国
民
年
金
保
険
料
を
後
払
い
で
き

る
制
度
で
す
Ố

　
承
認
期
間
に
支
払
い
が
な
く
て
も

未
納
と
は
な
ら
な
い
た
め
ỏ
在
学
中

に
病
気
や
ケ
ガ
で
障
害
が
残
ỳ
た
と

き
で
も
障
害
年
金
が
受
給
で
き
ま
す
Ố

　
承
認
期
間
は
ỏ
4
月
Ỗ
平
成
　
年
28

3
月
で
す
Ố

　
申
請
は
ỏ
毎
年
度
必
要
で
す
が
ỏ

日
本
年
金
機
構
よ
り
継
続
申
請
の
は

が
き
が
届
い
た
人
は
ỏ
は
が
き
で
申

請
し
て
く
だ
さ
い
Ố

　
申
請
が
遅
れ
る
と
ỏ
障
害
年
金
や

遺
族
年
金
に
該
当
し
な
い
場
合
も
あ

■問 
国
保
年
金
課
資
格
保
険
税
班
Ố

加
入
し
て
い
る
年
金
制
度
が

　
　
　
変
わ
ỳ
た
ら
届
け
出
を

　
加
入
し
て
い
る
年
金
制
度
が
変

わ
ỳ
た
場
合
は
ỏ
忘
れ
ず
に
変
更
手

続
き
を
お
願
い
し
ま
す
Ố

ừ
国
民
年
金
第
1
号
被
保
険
者

に
加
入
す
る
と
き
Ử

　
会
社
を
退
職
し
た
と
き
ớ
被
扶
養

配
偶
者
も
同
様
Ờỏ
配
偶
者
の
扶
養

か
ら
外
れ
た
と
き
ớ
収
入
増
や
離
婚

な
ど
ỐỜ
は
市
役
所
へ
届
け
出
Ố

ừ
国
民
年
金
第
3
号
被
保
険
者

と
な
る
と
き
Ử

　
配
偶
者
の
扶
養
に
な
ỳ
た
と
き

ớ
結
婚
や
退
職
な
ど
Ờỏ
配
偶
者
が
会

社
を
変
わ
ỳ
た
と
き
な
ど
は
ỏ
配
偶

者
の
勤
務
先
へ
届
け
出
Ố

　
届
出
方
法
な
ど
ỏ
詳
し
く
は
左
記

へ
Ố

■問 
船
橋
年
金
事
務
所
ớ
0
4
7
Ổ
4

2
4
Ổ
8
8
1
1
Ờỏ
市
国
保
年
金

課
高
齢
者
医
療
年
金
班
ớ
緯
内
線
2

8
9
・
2
9
9
ỜỐ

国
民
年
金
保
険
料
の
前
納
制
度

　
平
成
　
年
4
月
か
ら
平
成
　
年
3

27

28

月
ま
で
の
国
民
年
金
保
険
料
は
ỏ
月

額
1
5
街
5
9
0
円
に
変
更
さ
れ
ま

し
た
Ố

　
保
険
料
は
ỏ
日
本
年
金
機
構
か
ら

送
付
さ
れ
る
納
付
書
で
ỏ
銀
行
や
郵

便
局
ま
た
は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
な
ど
で
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す

り
ま
す
の
で
ỏ
ご
注
意
く
だ
さ
い
Ố

　
学
生
特
例
承
認
期
間
分
の
追
納
は
ỏ

　
年
以
内
で
あ
れ
ば
さ
か
の
ぼ
ỳ
て

10追
納
で
き
ま
す
Ố
た
だ
し
ỏ
3
年
度

目
か
ら
は
ỏ
当
時
の
保
険
料
に
一
定

の
加
算
金
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
Ố

　
ま
た
ỏ
追
納
し
な
い
場
合
に
は
ỏ

将
来
に
受
け
取
る
老
齢
基
礎
年
金
の

受
給
資
格
期
間
に
は
算
入
さ
れ
ま
す

が
ỏ
そ
の
分
減
額
さ
れ
ま
す
Ố
追
納

で
き
る
よ
う
に
な
ỳ
た
と
き
は
ỏ
年

金
事
務
所
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
Ố

■対 
大
学
ớ
院
Ờ・
短
大
・
高
等
専
門

学
校
・
専
修
学
校
に
在
学
の
人
ỏ
各

種
学
校
の
1
年
以
上
の
課
程
に
在
籍

し
て
い
る
人
ớ
海
外
の
学
校
の
学
生

は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
Ờ
で
本
人
の

前
年
所
得
が
1
1
8
万
円
以
下
の
人
Ố

■申 
新
年
度
有
効
な
学
生
証
ớ
両
面
コ

ピ
ồ
可
Ờ
ま
た
は
在
学
証
明
書
ỏ
年

金
手
帳
ỏ
認
め
印
を
持
参
し
ỏ
国
保

年
金
課
高
齢
者
医
療
年
金
班
ま
た
は

印
旛
支
所
ỏ
本
埜
支
所
へ
申
請
Ố

　
郵
送
の
場
合
は
ỏ
申
請
書
に
必
要

事
項
を
記
入
し
ỏ
学
生
証
の
両
面
コ

ピ
ồ
ま
た
は
在
学
証
明
書
を
添
付
し

て
国
保
年
金
課
高
齢
者
医
療
年
金
班

へ
郵
送
Ố

※
詳
し
く
は
左
記
へ
Ố

■問 
船
橋
年
金
事
務
所
ỏ
市
国
保
年
金

課
高
齢
者
医
療
年
金
班
Ố

国
民
健
康
保
険
人
間
ド
ỽ
ク
・

脳
ド
ỽ
ク
検
査
助
成
の
申
請

　
国
民
健
康
保
険
に
1
年
以
上
加
入

し
て
い
る
　
歳
以
上
で
ỏ
左
記
の
要

40

件
を
満
た
し
て
い
る
人
は
ỏ
事
前
に

申
請
す
る
こ
と
で
人
間
ド
ỽ
ク
・
脳

ド
ỽ
ク
の
検
査
費
用
の
2
分
の
1
の

額
が
助
成
さ
れ
ま
す
Ố

ớ
要
件
Ờ

臼
国
民
健
康
保
険
税
を
完
納
し
て
い

る
人
Ố

渦
 人
間
ド
ỽ
ク
の
受
検
者
は
ỏ
当

該
年
度
に
特
定
健
康
診
査
を
受
診
し

て
い
な
い
人
Ố

胸
助
成
限
度
額
ừ
人
間
ド
ỽ
ク
Ử 
3

0
街
0
0
0
円
ỏừ
脳
ド
ỽ
ク
Ử 
2

0
街
0
0
0
円
Ố

ớ
手
続
き
Ờ

　
検
査
医
療
機
関
を
予
約
し
ớ
指
定

医
療
機
関
な
し
Ờỏ
検
査
日
の
2
週

間
前
ま
で
に
ỏ
申
請
書
を
市
役
所
・

印
旛
支
所
・
本
埜
支
所
へ
提
出
す
る

ớ
申
請
書
は
ỏ
市
ホ
ồ
ム
ペ
ồ
ジ
ま

た
は
国
保
年
金
課
ỏ
印
旛
支
所
・
本

埜
支
所
で
配
付
ỜỐ

※
受
検
後
の
申
請
で
は
ỏ
検
査
費
用

の
助
成
を
受
け
ら
れ
な
い
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
Ố

※
詳
し
く
は
左
記
ま
で
Ố

■問 
国
保
年
金
課
保
険
給
付
班
Ố

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
の

人
間
ド
ỽ
ク
・
脳
ド
ỽ
ク
検
査

費
用
を
助
成

　
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
の
人

間
ド
ỽ
ク
・
脳
ド
ỽ
ク
検
査
費
用
を

助
成
し
て
い
ま
す
Ố

■対 
市
内
に
住
所
を
有
す
る
後
期
高
齢

者
医
療
の
被
保
険
者
で
ỏ
次
の
要
件

を
満
た
す
人
Ố

国
民
健
康
保
険

　
  こ
ん
な
と
き
に
は
届
け
出
を

ừ
職
場
の
健
康
保
険
資
格
を
喪

失
し
た
場
合
・
加
入
し
た
場
合
Ử

　
会
社
を
辞
め
た
な
ど
の
理
由
で
健

康
保
険
の
資
格
を
喪
失
し
た
場
合
ỏ

本
人
と
被
扶
養
者
は
国
民
健
康
保
険

ớ
以
下
ỏ
国
保
Ờ
に
加
入
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
Ố
退
職
日
の
翌
日
か
ら
加

入
資
格
が
発
生
す
る
の
で
ỏ　
日
以

14

内
に
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
Ố

　
国
保
の
加
入
手
続
き
が
遅
れ
て
も
ỏ

加
入
日
は
資
格
発
生
日
ま
で
さ
か
の

ぼ
り
ỏ
こ
の
期
間
の
保
険
税
も
納
付

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
Ố

　
ま
た
ỏ
会
社
の
健
康
保
険
に
新
た

に
加
入
し
た
場
合
ỏ
国
保
を
抜
け
る

届
け
出
が
必
要
で
す
Ố
国
保
の
資
格

喪
失
後
ỏ
国
民
健
康
保
険
証
を
使
ỳ

て
診
療
を
受
け
た
場
合
ỏ
国
保
で
負

担
し
た
医
療
費
は
返
還
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
Ố

　
保
険
証
が
切
り
変
わ
ỳ
た
と
き
は
ỏ

現
在
か
か
ỳ
て
い
る
医
療
機
関
に
そ

の
旨
を
伝
え
ỏ
新
し
い
保
険
証
を
提

示
し
て
く
だ
さ
い
Ố

ừ
市
外
へ
転
出
し
た
場
合
・
市
内

へ
転
入
し
た
場
合
Ử

　
国
保
加
入
者
が
市
外
へ
転
出
し
た

場
合
は
ỏ
新
住
所
地
の
国
保
資
格
を

取
得
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
Ố

　
た
だ
し
ỏ
修
学
の
た
め
に
市
外
へ

転
出
し
た
場
合
は
ỏ
特
例
と
し
て
当

市
の
国
保
資
格
が
継
続
さ
れ
ま
す

ớ
学
生
で
な
く
な
ỳ
た
時
は
特
例
を

喪
失
す
る
手
続
き
が
必
要
で
す
ỜỐ

　
ま
た
ỏ
前
住
所
地
で
国
保
に
加
入

し
て
い
た
人
が
ỏ
当
市
へ
転
入
し
た

場
合
ỏ
新
た
に
当
市
の
国
保
資
格
を

取
得
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
Ố

※
手
続
き
方
法
な
ど
に
つ
い
て
は
左

表
を
参
照
Ố

（7）平成27年（2015）⚔月1日号

国
保
・
年
金

胸国民健康保険の手続き胸
手続きに必要な物こんなときは手続きを区分

転入届・印鑑印西市に転入した国
保
に
加
入
す
る
と
き

職場の健康保険を抜けた証明書・印鑑職場の健康保険を抜けた（退職した、
扶養家族から外れた）

保険証・母子健康手帳・印鑑子どもが生まれた

保護廃止決定通知書・印鑑生活保護を受けなくなった
保険証印西市から転出する

国
保
を
抜
け
る
と
き

国保と職場の両方の保険証・印鑑職場の健康保険に入った（就職や扶養
家族になった）

保険証・印鑑・喪主と故人が確認できる
葬祭を行った証明書類・葬祭を行った
人の預金口座（葬祭費支給のため）

死亡した

保護開始決定通知書・保険証・印鑑生活保護を受けるようになった

保険証（加入者全員）市内で住所が変わった、世帯主が変
わった

在学証明書・保険証・印鑑子どもが就学のため、ほかの市町村に
行くそ

の
ほ
か 印鑑・本人確認できるもの保険証を紛失した、または破損して使

えなくなった
※保険証を交付する際、上記のほかに本人と確認できる書類（運転免許証、住民
基本台帳カードなど、顔写真付きのもの）をお持ちください。

やめよう鎧自転車の放置
みんなの迷惑考えみんなの迷惑考えてて

一一人ひとりの心がけ人ひとりの心がけをを

臼
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
を
完
納

し
て
い
る
人
渦
市
で
実
施
す
る
健
康

診
査
を
受
診
し
て
い
な
い
人
ớ
脳

ド
ỽ
ク
の
み
の
検
査
は
対
象
と
な
り

ま
す
ỜỐ

胸
助
成
額
ừ
人
間
ド
ỽ
ク
Ử
検
査
費

用
の
2
分
の
1
ớ
3
0
街
0
0
0
円

限
度
Ờỏừ
脳
ド
ỽ
ク
Ử
検
査
費
用
の

2
分
の
1
ớ
2
0
街
0
0
0
円
限

度
ỜỐ

■申 
検
査
医
療
機
関
を
予
約
し
た
ら
ỏ

検
査
を
受
け
る
2
週
間
前
ま
で
に
申

請
し
て
く
だ
さ
い
ớ
申
請
書
は
市

ホ
ồ
ム
ペ
ồ
ジ
ま
た
は
国
保
年
金
課
ỏ

印
旛
支
所
・
本
埜
支
所
に
て
配
布
ỜỐ

※
受
検
後
の
申
請
で
は
ỏ
検
査
費
用

の
助
成
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
Ố

胸
申
請
の
方
法
ộ
郵
送
ま
た
は
被
保

険
者
証
・
印
鑑
を
持
参
し
ỏ
国
保
年

金
課
高
齢
者
医
療
年
金
班
ま
た
は
印

旛
支
所
・
本
埜
支
所
の
市
民
サ
ồ
ビ

ス
課
の
窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
Ố

※
詳
し
く
は
左
記
ま
で
Ố

■問 
国
保
年
金
課
高
齢
者
医
療
年
金
班

ớ
〒
2
7
0
Ổ
1
3
9
6
印
西
市
大

森
2
3
6
4
Ổ
2
・
緯
内
線
2
8

8
・
2
8
9
ỜỐ

　相続・贈与などの不動産登記、
多重債務問題、成年後見・少額
訴訟、会社設立・役員変更等の
商業登記など、司法書士業務
に関する無料相談会です。

■時 4月8日我・午後6時～8時。
■場 中央駅前地域交流館（中央
南）。
■費 無料。
■申 予約不要。
※詳しくは下記へ。
■問 千葉司法書士会佐倉支部支
部長・廣瀬（緯043― 461―
7542）。

司法書士によ司法書士によるる
無料相談無料相談会会


